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   第２ 第１号議案 多摩都市計画に関する基本的な方針改定について 
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都市整備部長  それでは、お時間になりましたので始めさせていただきたいと思いま

す。皆さん、御多忙な中、御出席いただきまして、ありがとうございま

す。都市整備部長の佐藤でございます。本日も、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日は、令和６年度第４回の多摩市都市計画審議会でございます。令

和６年度、最後の審議会となります。 

 それでは、本日の議事でございます。次第にございますとおり、審議

会の案件が３件ございます。資料のほうは事前に送付させていただいて

ございますけれども、皆様、お持ちでしょうか。また、机上にも配付さ

せていただいてございます。また、タブレットの中にも資料を格納させ

ていただいてございます。お手元にない場合は挙手をお願いいたします。

皆様よろしいでしょうか。 

 それでは、以降の進行は中林会長にお願いしたいと存じます。中林会

長、どうぞよろしくお願いいたします。 

中林会長    皆さん、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は非公開案件もありませんので、多摩市都市計画審議

会運営規則第１２条の規定に基づきまして、公開で進めたいと思います。

また、傍聴者につきましては、多摩市都市計画審議会の会議の公開に関

する取扱規定に基づきまして、会場の都合で、本日は先着１０名以内と

させていただいております。本日、傍聴希望者はおられますでしょうか。 

事務局     本日、おられません。 

中林会長    本日、傍聴希望者はおられないということで、このまま開催いたしま

すけれども、審議会としては公開となります。議事録については名前を

伏したものを全文公開とさせていただきます。 

 それでは、ただいまより審議会を開催したいと思います。 

 ただいまの出席委員は１６名です。委員総数２０名でございますので、

定足数に達しております。３番、饗庭伸委員、１０番、小川勉委員、１

９番、藤原マサノリ委員につきましては、都合により本日欠席との連絡

をいただいております。秋山委員には連絡いただいてないのですが、多

分車で来られているので、ちょっと遅れているかと思っています。 
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 それでは、これより令和６年度第４回多摩市都市計画審議会を開会い

たします。 

 本日の議事日程第１は、「署名委員の指名」でございます。多摩市都市

計画審議会運営規則第１８条第３項の規定に基づきまして、本日は、１

１番、尾中信夫委員、１２番、折戸小夜子委員にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第２、第１号議案、「多摩市都市計画に関する基本的

な方針改定について」でございます。 

 令和４年１１月に、多摩市長より多摩市都市計画に関する基本的な方

針改定について諮問を受けました。多摩市都市計画に関する基本的な方

針を改定するということで特別委員会を設置し、計１２回開催させてい

ただいて、今日に至っております。令和４年１１月から作業に入りまし

て、約２か年にわたり審議してまいりました。 

 本日は、その１２回にわたって開催した特別委員会より、都市計画マ

スタープランの答申案ということで、報告をいただいた後、本審議会で

審議を行いまして、最後に御承認をいただくということになりますので、

よろしくお願いしたいと思っております。 

 特別委員会の報告につきましては、特別委員会の西浦副委員長より報

告をお願いしたいと思っております。それでは、よろしくお願いいたし

ます。 

西浦副委員長  御紹介いただきました西浦でございます。私のほうから御説明させて

いただきます。 

 まず、特別委員会の活動経過について御説明します。その後に、事務

局から改定案の内容について概略を説明していただくということになる

かと思います。 

 最初に、特別委員会の構成についてですけれども、資料１-１の２１８

ページを見ていただきたいと思います。皆さん、よろしいでしょうか。 

 委員は、都市計画審議会会長の指名により、都市計画審議会の市民委

員が３名、学識委員が６名、関係行政機関選出１名の計１０名。それと、

多摩市街づくり条例で設置されています、街づくり審査会からの委員が
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８名、ニュータウン再生推進会議からの委員が４名、合わせて２２名と

なっております。 

 次に、特別委員会の活動の経緯につきまして、２１５ページから２１

７ページにまとめられています。 

 黒色のダイヤマーク（◆）で示されているところでございまして、令

和４年１１月２８日に第１回特別委員会が開催されまして、つい先日の

令和７年２月１３日の委員会まで、１回の視察と全１２回の委員会を開

催してきております。 

 審議の内容ですが、第１回から第７回までが、この案の序章から第３

章までの市域全体のまちづくりの方針についての審議です。第８回から

は、第４章の拠点別・地域別まちづくり方針について、また、第５章に

ついても審議を行いました。その後、第１２回の特別委員会で、報告案

のまとめを行っております。 

 それでは、資料１-１改定案の表紙ともう１枚めくっていただきますと、

目次がありますので、そちらを御覧いただければと思います。 

 章立てを見ていただくとお分かりいただけるかと思いますけれども、

第１章「都市計画マスタープランについて」ということで、都市計画マ

スタープランの目的・役割について説明しております。 

 第２章は、「多摩市を取り巻く現況」ということで、多摩市の成り立ち

や都市の現在、未来、課題について記載をしております。 

 第３章では、「都市づくりの基本方針」ということで、第２章で挙げた

課題をまちづくりでどう受け止めて、どのような方針を立てるのかとい

うことについての審議を行いました。「４－１ にぎわいづくりの方針」

から「４－５ 生活環境づくりの方針」までの５つの都市づくり方針と

いうことで設けております。 

 第４章は、「拠点別・地域別まちづくり方針」で、今回の改定では、拠

点別にぎわいのまちづくり方針として、聖蹟桜ヶ丘駅周辺、多摩センタ

ー駅周辺、永山駅周辺という３つの拠点と、今、ニュータウン再生のほ

うでも議論しております南多摩尾根幹線沿道について新たに設定したと

いうことです。 
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 また、「地域別すまいと暮らしのまちづくり方針」では、現行の都市計

画マスタープランの８地域から５地域に変更し進めることということに

いたしました。この５地域ごとに、市民ワークショップを開催して、そ

こで話し合われた内容も参考にしながら、地域別の方針を記載しており

ます。 

 最後に、第５章の「計画の実現に向けて」ということで、平成１８年

に制定されました多摩市街づくり条例を使って、まちづくりを進めてい

くということを市民の皆様や事業者などに理解していただくということ

と、また、行政が都市計画マスタープランに掲げております施策の進行

管理を示す必要があるのではないかということで、別表に例示したとい

うことです。 

 ざっとこういう目次をもって説明しましたけれども、この改定案の内

容につきましては、具体的に事務局のほうから説明していただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

中林会長    ありがとうございます。それでは、事務局より説明をお願いしたいと

思います。 

都市計画課長  それでは、日程第２、第１号議案「多摩市都市計画に関する基本的な

方針改定について」御説明させていただきます。 

 資料１-１のページを開きながら御説明させていただきますので、少

し長くなるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 初めに表紙です。多摩市の特徴的な施設などを取り上げながら、多

摩市のまちをイメージできるようなイラストの構成としました。 

 続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。多摩市都

市計画マスタープラン改定の背景でございます。 

 現行の都市計画マスタープランは、平成２５年６月に改定が行われ、

約１０年経過してございます。社会情勢の変化、上位計画である「第

六次多摩市総合計画」が策定されたこと、関連計画の策定・改定など

を踏まえ、今回、多摩市都市計画マスタープランの改定を行うことと

いたしました。 

 都市計画マスタープランの位置づけについてでございますけれども、
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都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に位置づけられ

た都市計画に関する基本的な方針となります。 

 都市計画マスタープランは、都市づくりで目指すべき将来像を示す

とともに、用途地域をはじめとした個別の都市計画を決定・変更して

いく際の方向性、根拠を示すものでございます。また、市内で事業を

展開する事業者が取組むまちづくりや、市民が主体となるまちづくり

を進める際の方針となります。 

 ３ページを御覧ください。今回改定する都市計画マスタープランの

目標年次は、概ね２０年後の２０４０年代としてございます。 

 次に、都市計画マスタープランの構成についてでございます。今回

改定いたします都市計画マスタープランは、５章構成となってござい

ます。第１章が「都市計画マスタープタンについて」、第２章が「多摩

市を取り巻く現況」として、都市の成り立ちや都市の現在、都市の未

来、そして都市の課題を整理してございます。第３章が、市全体の方

針を示す「都市づくりの基本方針」。第４章が、拠点別・地域別の方針

を示す「拠点別・地域別まちづくり方針」。第５章が、都市計画マスタ

ープランの実現に向けた取組みを示す「計画の実現に向けて」となっ

てございます。 

 平成２５年に改定した都市計画マスタープランでは、まちづくりの

基本方針は８つの分野に分けて方針を定めておりましたけれども、今

回改定する都市計画マスタープランでは、内容を精査いたしまして、

「にぎわいづくり」「都市基盤ネットワーク」「水とみどりの保全・整

備」「安全・安心」「生活環境」の５つの分野に再編いたしました。 

 また、今回改定する都市計画マスタープランでは、都市拠点として、

聖蹟桜ヶ丘駅周辺、多摩センター駅周辺、永山駅周辺の３駅と、今後、

道路整備に伴い、土地利用の転換が進む南多摩尾根幹線沿道について、

新たに拠点別にぎわいのまちづくり方針を設定いたしました。 

 平成２５年に改定した都市計画マスタープランでは、地域別まちづ

くりの方針として８つの地域に分けて方針を定めていましたけれども、

今回改定する都市計画マスタープランでは、地域協創における１０の
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コミュニティエリアを基本とした５つの地域に再編いたしまして、「地

域別すまいと暮らしのまちづくり方針」を設定してございます。 

 各章の具体的な内容について御説明をさせていただきます。５ペー

ジをお開きください。 

 第２章、「多摩市を取り巻く現況」です。第２章は、本市における都

市の成り立ちから都市の現在の状況、今後想定される都市の未来、こ

れらを踏まえた都市の課題という流れで構成しております。 

 ６ページを御覧ください。都市の成り立ちとして、６ページに本市

の位置と面積、７ページに地形と自然、続きまして８ページから１０

ページにかけまして、沿革として、これまでの本市の都市づくりに関

する動きについて概略を記載いたしました。 

 １１ページを御覧ください。今回改定する都市計画マスタープラン

では、新たにコラムを記載してございます。このコラムにつきまして

は、改定に携わっていただきました多摩市都市計画審議会特別委員会

における学識経験者の方々に執筆をいただいたもので、改定する都市

計画マスタープランの様々な場面でコラムを掲載してございます。こ

ちらのコラムの下に脚注を入れさせていただいていますけれども、そ

れぞれのコラムの下に同様の記述をさせていただくということになっ

てございます。 

 １４ページを御覧ください。ここからは、都市の現在として、これ

までの人口の推移や都市計画の指定状況、災害リスクの状況などをま

とめてございます。 

 少し飛びまして、２９ページを御覧いただきたいと思います。ここ

からは、都市の未来として、将来推計人口、周辺市の状況、上位関連

計画の内容や本市を取り巻く社会情勢を整理してございます。 

 続きまして、３５ページを御覧いただきたいと思います。「（４）多

摩のまちづくり戦略（案）」でございます。こちらは、東京都が現在策

定を進めているものとなります。この計画は、令和７年３月に策定が

予定されているということから、最終的には、「（４）多摩のまちづく

り戦略」と、「（案）」を削除した形となることを御了承いただきたいと
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思います。 

 ４３ページをお開きいただきたいと思います。ここからが、都市の

課題として、今回の都市計画マスタープランの改定における課題を整

理してございます。課題につきましては、後ほど御説明する都市づく

りの方針における５つの分野に対応した形で整理してございます。 

 続きまして、４９ページをお開きいただきたいと思います。こちら

からが第３章、「都市づくりの基本方針」となります。第３章は、市全

体の方針を示すもので、「都市づくりの将来像」「将来都市構造」「土地

利用の方針」「都市づくりの方針」の構成となってございます。 

 ５０ページを御覧ください。平成２５年に改定しました都市計画マ

スタープランでは、まちづくりの将来像を、「安全で活気と魅力あふれ

る都市
ま ち

 多摩」としてございました。今回改定する都市計画マスター

プランでは、「第六次多摩市総合計画」の将来都市像である、「つなが

り 支え 認め合い いきいきと かがやけるまち 多摩」を踏まえ、

第２章で整理した本市の特性、本市の将来、都市づくりの主な課題か

ら、都市づくりの将来像を５１ページに示しております、「多様なにぎ

わいとみどりを育み 誰もが活動しやすく 安心して住み続けられる

都市
ま ち

多摩」といたしました。将来像につきましては、「多様なにぎわい」

「みどり」「活動」「安心して住み続けられる都市
ま ち

」のキーワードごと

に目指すまちの姿を設定してございます。 

 ５２ページを御覧ください。平成２５年に改定した都市計画マスタ

ープランでは、「拠点」「軸」「基本ゾーニング」の点・線・面の３つの

要素から構成する将来都市構造としてございました。今回改定する都

市計画マスタープランでは、構成要素を、「拠点・軸」「ネットワーク」

「ゾーニング」としまして、軸とネットワークを分けるなど、再整理

を行いました。 

 併せて、平成２５年の都市計画マスタープランでは、多摩センター

駅周辺及び聖蹟桜ヶ丘駅周辺を「広域拠点」、永山駅周辺及び唐木田駅

周辺を「連携拠点」としてございましたけれども、今回改定する都市

計画マスタープランでは、新たに「地域の特性や広域における役割に
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応じた様々な都市機能が集積し、人々の交流や活動の中心となる地区」

として、聖蹟桜ヶ丘駅周辺、多摩センター駅周辺、永山駅周辺の３地

区を都市拠点として設定いたしまして、「地域における生活や活動、交

流の中心となる地区」として、「近隣センター」「コミュニティ施設の

周辺」を地域拠点として設定いたしました。 

 ５５ページをお開きいただきたいと思います。土地利用（ゾーニン

グ）の方針を示してございます。今回改定する都市計画マスタープラ

ンは、南多摩尾根幹線沿道において道路整備による広域アクセスの利

便性を生かした広域・複合的な土地利用を図る「広域型複合地」と、

近隣センターなど計画的に面整備が進められ、商業をはじめとした都

市機能が集積する区域で地域の日常生活を支える生活サービス機能の

誘導・集積を図る「生活サービス関連地区」を新たに設定してござい

ます。 

 ５９ページをお開きいただきたいと思います。南多摩尾根幹線沿道

の一部に薄い紫色の「広域型複合地」、近隣センターなどが立地する場

所に濃いオレンジ色の「生活サービス関連地区」を設定してございま

す。こちらが土地利用方針図となっております。 

 続きまして、６１ページをお開きいただきたいと思います。最初に

御説明させていただきましたが、「にぎわいづくり」「都市基盤ネット

ワーク」「水とみどりの保全・整備」「安全・安心の都市づくり」「生活

環境づくり」の５つの分野に分けて都市づくりの方針を設定してござ

います。 

 ６１ページでは、各分野とＳＤＧｓとの関係性や「第六次多摩市総

合計画」の基本計画の体系との関係性を整理してございます。 

 ６２ページを御覧いただきたいと思います。本市では、分野ごとに

様々な計画がございますが、今回改定する都市計画マスタープランに

おける５つの分野と関連計画との関連性を一覧表で整理したものでご

ざいます。 

 ６３ページを御覧ください。ここからが、分野別の方針となります。

分野別の方針の最初には、４３ページから４７ページに示している課
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題と今回定める方針の関係を整理してございます。 

 ６４ページを御覧ください。各方針の初めに、どのような都市を目

指すのかを分かりやすくするため、新たに「２０年後の市の姿」を設

定し、簡単ですがイラストを入れさせていただきました。 

 ６５ページを御覧ください。都市拠点として、聖蹟桜ヶ丘駅周辺、

多摩センター駅周辺、永山駅周辺に関する方針。６６ページには、（２）

地域拠点、また軸として設定した（３）多摩ニュータウン通り軸、（４）

南多摩尾根幹線軸に関する方針を記載してございます。 

 ６９ページを御覧ください。今回改定する都市計画マスタープラン

では、５つの分野それぞれに方針図を作成してございます。こちらは、

にぎわいづくりの方針図となっております。 

 ７１ページを御覧ください。分野別方針の２つ目である「都市基盤

ネットワークの方針」でございます。都市基盤ネットワークの方針で

は、「交通ネットワークの方針」「道路ネットワークの方針」「自転車ネ

ットワークの方針」「歩行者ネットワークの方針」「インフラ維持管理

の方針」の５つに細分化して整理し、８１ページをお開きいただきま

すと、都市基盤ネットワークの方針図を示しているというところでご

ざいます。 

 ８３ページを御覧ください。こちらが分野別方針の３つ目である「水

とみどりの保全・整備の方針」でございます。水とみどりの保全・整

備の方針では、「水・みどりの方針」「公園・緑地等の維持管理の方針」

の２つに細分化し、８７ページに水とみどりの保全・整備の方針図を

示してございます。 

 ８９ページを御覧ください。分野別方針の４つ目である「安全・安

心の都市づくりの方針」です。安全・安心の都市づくりの方針では、

「災害に強い都市づくりの推進」「事前復興まちづくりの推進」「バリ

アフリー化の推進」「脱炭素型まちづくりの推進」、この４つに細分化

してございます。 

 ９１ページをお開きください。「１）災害に強い都市づくりの推進」

の「（４）防災指令拠点機能の強化」として、新庁舎建設に関する内容



 10 

を記載してございます。 

 ９３ページをお開きください。「２）事前復興まちづくりの推進」で

す。首都直下型地震などの大規模地震の切迫性が指摘されている昨今、

大規模な地震が起きた際の備えとして、市街地の復興に向けた準備と

して、事前復興の取組をあらかじめ進めておくことが重要となってご

ざいます。今回改定する都市計画マスタープランでは、新たにこの事

前復興のまちづくりに関する項目を追加いたしまして、今後の方針に

ついて記載をしてございます。 

 ９７ページを御覧ください。「４）脱炭素型まちづくりの推進」です。

本市は、令和２年６月に、「多摩市気候非常事態宣言」を表明してござ

います。これを受けまして、都市づくりの観点から、脱炭素型まちづ

くりの推進に関する内容について記載してございます。 

 ９９ページには、安全・安心の都市づくりの方針図を示してござい

ます。 

 続きまして、１０１ページをお開きいただきたいと思います。分野

別方針の５つ目である「生活環境づくりの方針」です。生活環境づく

りの方針では、「良好な住宅地の形成」「良好な景観の形成」の２つに

細分化し、１０９ページに生活環境づくりの方針図を示してございま

す。 

 こちらまでが第３章となりまして、１１１ページからが第４章とな

ります。 

 最初に御説明させていただきましたとおり、今回改定する都市計画

マスタープランでは、新たに拠点別の方針を設定するとともに、地域

別は５つの地域に再編して設定しております。１１２ページ、１１３

ページに、その考え方を示してございます。 

 また、特別委員会で、このページに際して少し御意見を頂戴しまし

て、写真の下に、どこの写真か名称を入れたほうがいいのではないか

という御意見をいただきましたので、入れさせていただきました。ま

た、写真がもうちょっと特徴的な写真がいいのではないかというよう

なお話をいただいたので、まだ差し替えできていないんですけれども、



 11 

変えられるところは差し替えさせていただこうと考えているところで

ございます。 

 では、１１４ページをお開きいただきたいと思います。「拠点別にぎ

わいのまちづくり方針」として、聖蹟桜ヶ丘駅周辺について記載して

ございます。拠点別にぎわいのまちづくり方針では、構成を、「１）現

況と特徴」「２）まちづくりの課題」「３）まちづくり方針」、そして最

後に「まちづくり方針図」の構成としてございます。 

 なお、「まちづくりの課題」や「まちづくり方針」は、第３章の都市

づくりの方針における５つの分野ごとに分けて整理をしてございます。 

 １１７ページを御覧いただきたいと思います。聖蹟桜ヶ丘駅周辺の

まちづくり方針です。（１）にぎわいづくりの方針では、現在取組みが

進められている“「かわまちづくり」の連携などによる拠点の魅力向上”。

（２）都市基盤ネットワークの方針では、“安全・安心に利用できる交

通環境の整備”、１１８ページになりますが、安全・安心のまちづくり

の方針として、“浸水・防災対策の推進”などを記載してございます。 

 １２１ページを御覧ください。ここからは、多摩センター駅周辺に

関する内容となります。 

 １２２ページをお開きいただきたいと思います。多摩センター駅周

辺におけるまちづくりの課題として、（１）にぎわいづくりに関する課

題では、近年、宿泊施設の撤退や商業施設での空きテナントの発生、

また、多摩ニュータウン開発から約５０年が経過し、都市基盤や施設

の老朽化や来訪者のニーズの変化といった課題が生じてございます。 

 １２３ページにまいりまして、多摩センター駅周辺のまちづくり方

針として、（１）にぎわいづくりの方針では、“住機能の導入による新

たな魅力や価値の創造”や、“「(仮称)多摩センター地区まちのビジョ

ン」と地域組織との連携による取組みの推進”など、職住近接や地域

で活動する組織と連携した取組など、新たな方針について整理してご

ざいます。 

 １２８ページを御覧ください。ここからが、永山駅周辺に関する内

容となります。 
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 １３０ページをお開きいただきたいと思います。永山駅周辺のまち

づくり方針として、（１）にぎわいづくりの方針では、“駅周辺再構築

に向けた土地利用の検討”、（２）都市基盤ネットワークの方針では、

“安全・安心に利用できる交通環境の整備”などについて整理してご

ざいます。 

 １３４ページをお開きください。ここでは、南多摩尾根幹線沿道に

関する内容をまとめてございます。（１）にぎわいづくりの方針では、

“にぎわい・やすらぎ・雇用の創出の場を実現する産業・業務、商業

機能などの誘導”“次世代の社会課題を解決するイノベーションの創出”

などについて整理してございます。 

 １３７ページを御覧ください。ここからは、「地域別すまいと暮らし

のまちづくり方針」として、地域別の内容について記載してございま

す。 

 １３７ページから１４１ページについては、人口や土地利用、住宅

の状況などを地域別に比較できるように取りまとめました。 

 １４２ページを御覧ください。第１地域について記載してございま

す。第１地域は、一ノ宮、関戸、東寺方、桜ヶ丘などから構成される

地域となってございます。 

 「地域別すまいと暮らしのまちづくり方針」は、構成を、「１）現況

と特徴」「２)市民の意識」「３)まちづくりの課題」「４)まちづくりの

方針」の構成としまして、最後に「まちづくり方針図」を示してござ

います。なお、「３)まちづくりの課題」と「４）まちづくりの方針」

は、拠点別と同様に、第３章の都市づくりの基本方針における５つの

分野ごとに分けて整理をしてございます。 

 １４４ページを御覧いただきたいと思います。「２）市民の意識」は、

令和４年１０月に実施いたしました市民アンケート結果の一部につい

て、地域別に取りまとめた内容を記載してございます。 

 １４６ページを御覧ください。「４）まちづくりの方針」では、まち

づくりの基本的な方向性を、「豊かな水辺やみどりとともに安心して住

み続けることができるまち」と設定いたしました。この文言は、令和
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６年１月から２月にかけて実施いたしました市民ワークショップで取

りまとめたスローガンや出てきた意見を基に、市が整理し直したもの

となってございます。 

 １５４ページを御覧ください。ここから第２地域について記載して

ございます。第２地域は、連光寺、聖ヶ丘、馬引沢から構成される地

域でございます。 

 １５７ページを御覧ください。第２地域のまちづくりの基本的な方

向性を、「豊かな自然や住環境、歴史・文化が継承され、安心して暮ら

し続けることができるまち」といたしました。 

 １６４ページを御覧いただきたいと思います。ここからが第３地域

ということになりますけれども、第３地域は、和田、百草などから構

成される地域でございます。１６８ページをお開きください。こちら

に、第３地域のまちづくりの基本的な方向性を、「地域とともにこれか

らもふれあいや憩い、交流を育てるまち」といたしました。 

 続きまして、１７５ページをお開きください。こちらからが第４地

域についての記載となってございます。第４地域は、諏訪、永山、貝

取、豊ヶ丘、愛宕、南野などから構成される地域となってございます。 

 １７８ページをお開きください。第４地域のまちづくりの基本的な

方向性を、「拠点がネットワーク化され、豊かな自然やゆとりある住空

間があり魅力的な暮らしができるコンパクトなまち」といたしました。 

 １８６ページを御覧ください。こちらからが、第５地域についての

記載となってございます。第５地域は、落合、鶴牧、山王下、中沢、

唐木田、南野から構成される地域でございます。 

 １９０ページをお開きください。第５地域のまちづくりの基本的な

方向性を、「既存施設・機能の更新や新たな交通環境への対応により、

住みやすくにぎわいのある、イノベーションが生まれるまち」といた

しました。 

 ここまでが第４章ということで、拠点別・地域別まちづくり方針と

なってございます。なお、特別委員会の中で、冊子を見ていく中で、

第４章で今見ているページがどこの地域なのか、拠点の話なのかとい
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うのが分かるように、右側のインデックスのところで分かったほうが

いいのではないかという御意見をいただきましたので、それが分かる

ように、インデックスにちょっと工夫をさせていただいたというとこ

ろがございます。 

 続きまして１９９ページをお開きいただきたいと思います。ここか

らが、第５章、「計画の実現に向けて」でございます。 

 今回改定する都市計画マスタープランで示す方針を実現していく手

段や取組みについて取りまとめたものとなってございます。 

 ２００ページを御覧ください。本市では、平成１８年１２月に多摩

市街づくり条例を制定いたしまして、翌年、平成１９年６月に施行し

てございます。多摩市街づくり条例では、市民・事業者・市が信頼と

協調を基本原則として、相互に協力し、適切な役割を果たして、協働

の理念の下にまちづくりを進めることを記載してございます。 

 ２０５ページを御覧ください。特定のエリアを単位といたしまして、

民間が主体となってまちづくりや地域経営を行う取組みであるエリア

マネジメントの取組みが全国的に進められてございます。本市におい

ても、聖蹟桜ヶ丘駅周辺において、エリアマネジメント組織が設立さ

れております。民間との協働によるまちづくりを今後も進めてまいり

ます。 

 ２１０ページを御覧ください。計画の進行管理に関する内容を記載

してございます。今回改定する都市計画マスタープランで示す方針の

うち、都市計画手法を用いて取り組む主な施策と内容、着手目標につ

いて取りまとめてございます。 

 続きまして、２１３ページから、こちらのほうが資料編となってご

ざいます。「改定の経過」「協議体制」「市民意見まとめ」「用語解説」

を資料編として組み込んでございます。なお、用語解説を入れていま

す用語について、本文中に出てきたものにつきましては、そこにアス

タリスクなどをつけて、この用語は用語解説のほうにありますという

ような説明を入れられるように工夫していきたいと考えております。 

 大変長くなり申し訳ございませんでした。改定案の内容について、



 15 

説明は以上となりますので、特別委員会の西浦副委員長に一度お返し

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

西浦副委員長   どうもありがとうございました。非常にボリュームがあって、改定

に関わった委員の方々は大体分かると思うんですが、初めて説明を聞

く方には分かりにくいかなと思いました。 

 先ほどのスケジュールを見ていただければ分かるように、約２年間

にわたっていろいろと議論してきて、細かいところまで深く話し合っ

てきたというところであります。 

 先ほど事務局から話がありましたけれども、都市計画マスタープラ

ンをこれからどう使っていくかということを市民の方々によく理解し

ていただいて、都市計画マスタープランは１つの方向性なので、中身

の細かいところについては、精度を上げていくということになるかと

思います。市民の方々が都市計画マスタープランを使って、いろいろ

とまちづくりについて考えていただくというところが今後重要になっ

てくるかなというふうに思っております。 

 先ほど尾根幹線の話がありましたけれども、午前中、ニュータウン

再生推進会議をやっていました。都市計画マスタープランの方針があ

りましたけれども、個別の案件に当たっては再度詰めていくというこ

とが大事になってくるかと思っております。 

 私のほうからの説明は終わらせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

中林会長    ありがとうございました。それでは、これより質疑に入りたいと思い

ますが、非常にページ数が多い都市計画マスタープランになったのかな

と思っています。お手元に、資料１-１を短くした概要版というのがあり

ます。これは、紙での配布など何か考えておられるんでしょうか。どう

いう扱いというか。 

都市計画課長  本編のほうも概要版も、多摩市公式ホームページに掲載させていただ

いて、概要版については、無料で配布できるような工夫などもさせてい

ただきたいと思います。本編のほうはかなりボリュームもあるので、有

償頒布ということで考えております。 
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中林会長    では、概要版のほうは、紙でもかなり市民の方に見ていただく機会が

つくれる、あるいは発表会はやらない？ 

都市計画課長  はい、発表会は特に行う予定はございません。印刷部数、印刷製本費

の関係もございますが、やはり紙で手にとってみたいという方もいらっ

しゃると思いますし、そういったところは事務局のほうでも、可能な範

囲で工夫してまいりたいと思います。 

中林会長    はい、そうですね。駅近の出張所とかに置いておいて、ぜひ持ち帰り

たいという人には、持っていっていただけるようなことも進めてくださ

い。 

 それでは、ただいま長く説明をいただきましたけれども、何か御質問

等ありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 いろいろな図を入れていただいているんですが、図によっては、色の

違いが非常に見にくいかもしれません。そのあたりは、最終的にどんな

紙にどういう印刷するかでも、全然色の出方が違っちゃいますし、ホー

ムページで画面に出てきたときの色合いも全然違うものですから、この

後も調整していただいて、凡例は割と判別できるんですけれども、実際

の図の中でも判別ができるような形に、もうちょっと工夫していただい

たほうが分かりやすいかなと思っていますので、そこはぜひ、最後に確

認をしていただければと思います。 

 はい、どうぞ。●●委員 

●●委員    ●●といいます。私は、あまり詳しく知らないんですが、平成２５年

の都市計画マスタープランですが、これは実際どのくらい配布したのか

ということと、もう１点が、今回の資料１-１を見ますと、Ａ３判の大き

い図を折り込んでいるところがすごく多いんですよ。それで、冊子にす

る場合に、非常に見にくいのではないかと思うんです。例えば、見開き

のＡ３判にするとか、あるいは縮小してＡ４判の横向きにするとか、そ

うしたほうが、冊子になった場合には利用しやすいのではないかと思う

んですが、いかがでしょうか。 

中林会長    いかがでしょうか。 

都市整備部長  御意見ありがとうございます。平成２５年のときの都市計画マスター
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プランの印刷部数について、今、御回答できず申し訳ありません。確認

したいと思っております。 

 また、資料１-１の図について、Ａ３判の折り込みになっているところ

についてですけれども、こちらにつきましては、当初、Ａ４判の縦型の

ページで印刷していたところでございましたけれども、若干図が小さく

て凡例なども分かりづらいというようなところがございましたので、Ａ

３判というところで折り込みで入れさせていただくというような調整を

とったところでございますので、御理解いただけたらと思います。 

●●委員    はい。 

中林会長    はい、分かりました。旧版でも折り込みが入りますけれども、今回は、

ちょっと増えるのではないかと思います。一応今折り込みのところは製

本の際も折り込みで入れるということです。旧版のほうは、折り込みが

分かりやすいように、ちょっと中側に入っていたんですね。だから、パ

ラパラってやると、折り込みのところで手が止まるという、そういう仕

掛けがあるんですけれども、たくさん折り込みがあるので、予算の関係

も含めて今回も同じようにするか、御検討ください。 

 ほかにはいかがでしょうか。はい、どうぞ。●●委員。 

●●委員    都市計画法第２１条には、「都市計画の変更」という項目があるんです

けれども、南海トラフ地震がいつ起こるかと言われる中で、地震によっ

て町のつくりが大きく変わったときに、都市計画マスタープランの改定

や都市計画変更ということもこれから２０４０年までにはあり得るので

はないかと思うんですが、その際の都市計画マスタープランの改定や都

市計画変更というのは、今回の都市計画マスタープランの改定と同じよ

うに、市長の諮問から結構な時間をかけていると思うんですが、そのよ

うな流れとするのか。その辺り、どのような流れで変わっていくという

イメージを持って私たちは見ていたらいいのかという点についてお答え

いただけたらと思います。 

中林会長    はい、どうぞ。 

都市計画課長  御質問ありがとうございます。都市計画マスタープランは、前回が平

成２５年改定ということで、おおむね１０年ぐらいの間を経て改定させ
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ていただいたというところがございます。都市計画マスタープランは、

おおむね２０年先を見据えたまちづくりの方針となってございますので、

そのようなところでありながらも、１０年を経て改定させていただいて

います。 

 やはり昨今、まちの状況や、社会情勢なども大きく変わってきている

中で、２０年先のことが分かるかどうか、非常に難しい世の中になって

いるのかなと思うところがございます。 

 都市計画マスタープランのほうでも書かせていただいておりますけれ

ども、本市では、都市計画マスタープランの高度化版と言われている立

地適正化計画の策定なども、来年度以降、進めていくようなところでご

ざいます。立地適正化計画のほうは、大体５年間ぐらいで見直しをかけ

ていくというような流れになろうかと思っております。都市計画マスタ

ープランにつきましても、立地適正化計画などを策定していく中で、少

し方向性が変わってくるようなところもあるかもしれません。そのよう

なところでは、一部変更ということなども考えられるのかと思ってござ

います。実際に、他の自治体では変更などをかけているような自治体も

あるようですので、その状況を見据えて都市計画審議会に諮って対応を

進めてまいりたいと考えております。 

●●委員    ありがとうございます。地震などにより大きく変わることのない１０

年、２０年だったらいいんですけれども、東日本大震災のように大きな

災害があり、多摩市のいろいろなところが変わっていったときに、都市

計画があると言っても、実際にはそれに沿わない町になってしまったと

きには、都市計画マスタープランの改定や都市計画変更というのも当然

あり得るかと思うので、その辺のところについて、伺っておきたいなと

思います。 

中林会長    そういう場合には、都市計画マスタープランを改定してから復興する

のではなくて、逆に復興計画はその状況に合わせた総合計画なので、暮

らしの復興とか、住まいの復興、産業の復興、それらを含めた復興計画

をまずつくるんですね。それに基づいて、復興がある段階まで行ったと

ころで、じゃあ、この先、復興が終わった後の１０年、２０年、どうい
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うふうに多摩市を発展させていくかとか、成長させていくかということ

で、総合計画の見直しもされるでしょうし、復興計画で行った事業を踏

まえて、今後どういうふうな都市づくりを平時として展開していくかと

いうことを書き込んでいくと思います。 

 今回の都市計画マスタープランの中に、多摩市で初めて事前復興とい

うことを少し書き込みました。それは、大きな被害が出て復興が必要に

なったら、どういうふうな考え方とか、どういうふうに復興計画に取り

組んでいったらいいのか、それを今から準備しておこうということで、

初めて書き込みをしました。ですから、災害の後は復興計画が優先され

ます。 

 例えば今、能登の復興計画というのは、まちづくりのことだけではな

くて、むしろそれよりも産業をどうするか、被災者を含めて市民の生活

をどうするか、住まいをどうするか。そして、まちをどうするかという

取組みで、まさに復興計画として総合計画をつくり、事業計画をつくる

という取組みをしています。大災害の後は、そんなような展開になると

思います。 

●●委員    ありがとうございました。 

中林会長    ほかにはいかがでしょうか。 

 これまでも、２０年先の目標と言って、２０年先、こんなふうになる

といいねと言って、都市計画を基本的にどういう方針で実践していけば

いいかというマスタープランをつくってきたんですけれども、大体１０

年で見直しをすると。今の１０年というのは、昔の２０年に匹敵するぐ

らい世の中変わっちゃいますから、そのあたりで改定して、目標も２０

年先を見るんだけれども、恐らく次の都市計画マスタープランも、１０

年後ぐらいに今回のように全体を見直して、基盤整備だけの問題ではな

く、どういう暮らし方とか、どういう市民の生活に対して、例えばニュ

ータウンの道路の問題、歩道の問題を含めて、今の時代に合っているの

かということで、課題があって改善する必要があれば改善していく。そ

ういうことをやるので、ちょっと問題があるところだけ手直しというよ

りは、１０年ごとに今回のような全体をつくり替えるような改定をこれ
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までもしてきましたから、これからもすると思います。 

 ただ、その間に、今、●●委員がおっしゃったような災害によって、

大丈夫だと思っていた、ニュータウンを含めてかなり大きな被害が出て、

ニュータウンでもちょっと古い建物が残っていた団地などの建替をしな

ければいけなくなるとすれば、じゃあ、どんな建替をするのかというこ

とで、この都市計画マスタープランに書いてある以上の取組を復興とし

てやることになるかもしれません。ただ、そういうときには、復興優先

でやって、また都市計画マスタープランは、その復興に合わせて改定し

ていくと。そのとき、また１０年先、あるいは２０年先という目標でつ

くることになるのではないかと思います。 

 ほかによろしいですか。 

 それでは、都市計画法では、本審議会でいろいろな都市計画事業を決

定するという手続をするんですけれども、都市計画法の中で、この都市

計画マスタープランについては、本審議会が決定するのではなくて、行

政が決定するということになっています。 

 したがいまして、本審議会では、最終的に市長に対して、答申するん

ですけれども、都市計画法では、都市計画マスタープランを審議会の承

認を経て決めると書かれていますので、手を挙げていただくということ

ではなくて、承認して答申させていただいていいかということをお伺い

したいと思うんですが、そういう趣旨で、市長に対して、これから２０

年先を見込んだ都市計画マスタープランとして渡したいと思うんですけ

れども、御承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

中林会長    ありがとうございました。それでは、そのような形で手続を進めさせ

ていただいて、来年度、４月からの新しい都市計画審議会は、これに基

づいて議論をして、しかるべき最適なものを決定していくということで、

４月にこれを全文公開とするんですけれども、その前に、できれば３月

中に市民にも公開していただいて、４月１日から運用していけるように

進めていただければと思っておりますので、そのようなスケジュール感

で今後進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

中林会長    全員で承認をさせていただきました。 

では、そのような形で進めさせていただきます。特別委員会のほうに

参加していただきました市民委員の皆さん、学識経験者の皆さん、１２

回の会議にご出席いただき、本当にありがとうございました。また、本

審議会でも、何度かこの都市計画マスタープランをめぐって議論させて

いただきました。いろいろ貴重な御意見もいただきながら今日にたどり

着いたのかなと思いますので、全委員の皆さんに御礼を申し上げたいと

思います。 

 これを実現するのは、行政が半分、市民の皆さんが半分ということで、

市民の皆さんと行政の皆さんが役割を分担して、同じ方向を見て、まち

づくりを進めていくためのマスタープランだと思っておりますので、ぜ

ひ市議会議員選出委員の皆さんにも、機会があれば、新しい都市計画マ

スタープランができたよということで、市民の皆さんにもお伝えしてい

ただいて、ホームページに載っているらしいからということで見ていた

だくなり、概要版が出来上がったら、窓口で配布できるかと思いますの

で、そのように展開していただければと思っております。長い間、２年

半ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題の１つは以上でございます。もう１つ議題があ

りますので次の日程のほうに移りたいと思います。 

 それでは、日程第３に移りたいと思います。「多摩市用途地域等指定方

針及び指定基準の見直しについて」ということです。このことも、今日

報告ということですが、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

都市計画課長  よろしくお願いいたします。それでは、参考資料２を使って御説明さ

せていただきたいと思います。日程第３、「多摩市用途地域等指定方針及

び指定基準の見直しについて」、御説明をさせていただきたいと思います。 

 参考資料２の２ページを御覧いただきます。現行の「多摩市用途地域

等に関する指定方針及び指定基準」でございますけれども、平成２４年

に用途地域等に係る都市計画決定権限が東京都から市町村へ移譲された

ことを受け、平成２５年の多摩市都市計画マスタープラン改定に合わせ、
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平成２７年に策定したというものでございます。 

 現在、多摩市では、第六次多摩市総合計画の策定、少子・高齢化の進

行、南多摩尾根幹線の整備や多摩ニュータウン再生等のまちづくりの進

捗を踏まえまして、令和６年度末を目途に都市計画マスタープランの改

定を進めており、今日、答申をいただくということになったところでご

ざいます。これに伴いまして、現行の「多摩市用途地域等に関する指定

方針及び指定基準」の見直しを行うことといたしました。 

 ３ページをお開きください。今回の見直しは、この３ページに記載の

４つの方針に基づいて行いました。 

 ４ページをお開きください。方針１、都市計画マスタープラン改定に

伴う拠点名称等の位置づけ変更に伴う見直しでございます。都市計画マ

スタープランの改定に伴いまして、拠点やゾーニングの名称が変更され

たものの反映とともに、新たに設定された地域拠点や生活サービス関連

地区等の扱いを検討・追加いたしました。 

 ５ページを御覧ください。方針２、広域アクセス利便性を活かした南

多摩尾根幹線沿道の土地利用転換に向けた見直しについて御説明させて

いただきます。改定都市計画マスタープランでは、尾根幹線沿道の土地

の一部を「広域型複合地」と位置づけ、広域アクセス利便性を活かして、

沿道立地型の産業・業務、商業機能等の誘導を図るとしております。そ

のため、産業系施設や広域からの集客を想定した大規模な商業施設が立

地できる用途地域が望まれます。 

 ６ページを御覧ください。広域型複合地の設定を受けまして、幹線道

路沿道で、規模の大きな商業施設や産業系施設の立地が可能な第二種住

居地域、準住居地域、準工業地域のうち、地域の特性に応じて適切な用

途地域を指定できるような記載とさせていただきました。 

 ７ページを御覧ください。方針３、地域拠点等における生活サービス

機能の充実に向けた見直しについてでございます。まず近隣センターの

再生に向けて、改定都市計画マスタープランでは、「地域拠点」「生活サ

ービス関連地区」の位置づけが追加されたほか、永山地区では、近隣セ

ンターの核店舗が都道沿道に移転建て替えを行うような考え方がござい
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ます。 

 ８ページを御覧ください。次に、住宅地や生活道路沿いの利便性向上

についてです。こちらは例として挙げさせていただきましたが、多摩市

道路整備計画で重要整備路線に位置づけられております中和田通りでは、

道路拡幅の計画がありまして、拡幅に合わせた沿道の生活利便性の向上

が望まれているというところがございます。 

 ９ページを御覧ください。これら２点を踏まえた見直しといたしまし

て、まず近隣センターの再生に関する内容として、現在の近隣センター

に加えまして、再生に当たり幹線道路沿道型の立地になる場合にも柔軟

に対応できるよう、第二種中高層住居専用地域のほか、幹線道路沿道型

の第一種住居地域、第二種住居地域も含めて、地域の特性に応じて適切

なものを指定できる記載といたしました。 

 また、住宅地内や生活道路沿いの利便性向上に関する内容として、生

活道路の拡幅等に合わせて、小規模な店舗立地より利便性向上が図れる

よう、第二種低層住居専用地域の指定基準を追加してございます。 

 １０ページを御覧ください。続きまして、方針４、田園住居地域の創

設に伴う基準の追加について御説明させていただきます。 

 田園住居地域とは、住環境と調和を図りながら市街化区域農地を保全

する用途地域の１つで、平成３０年の都市計画法改正により新たに創設

されたものでございます。この田園住居地域の指定方針及び指定基準に

ついては、東京都や近隣市の事例を参考に策定を行ってございます。 

 以上が、「多摩市用途地域等指定方針及び指定基準」の見直しの考え方

となります。なお、こちらの現行の方針、基準のほうを、どのように改

正するかというものについては、資料２に新旧対照表をお示しさせてい

ただいてございます。こちらで、赤字のところが変えてあるというとこ

ろでございますので、こちらのほうを併せて御確認いただけたらと思い

ます。 

 説明は以上でございます。 

中林会長    説明は以上ということでございます。何か御質問等あれば、お伺いし

たいと思いますが。はい、どうぞ。 
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●●委員    最後で。ほかの委員の方を先に。 

中林会長    ほかの委員の方ということですが、よろしいでしょうか。●●委員、

どうぞ。 

●●委員    ●●番、●●でございます。 

 内容的なことではないんですが、審議資料について、当日配付という

のは、基本的に審議してもらうという立場においてはいかがなものだろ

うかと思います。機密性の高いものであるならば当日回収しなければい

けないから配付できないというのはありますが、現在報告された内容に

ついては、本来、事前に読んで、理解しておいてもらうべき内容だと思

うんです。それについては、事務のスケジュール管理上の問題だから、

今後ちゃんと事前配付をするようにコントロールをしていただきたい。

しかも今配布されるような状態では、極めて軽視されているということ

になってしまうので、事務的に間に合わなかったというのは分かります

が、今後十分改めていただきたいと思います。 

都市計画課長  大変失礼いたしました。資料２のほうは事前に委員の皆様にメール等

でお送りさせていただいたところではありましたけれども、参考資料２

のほうが、新旧対照表だけだと分かりづらいということで作成したもの

でございます。市側のほうも、当初考えていた内容から、庁内の審議を

経まして一部修正を加えたようなところもございましたので、差し替え

をしなければならなかったというところで事前配付できませんでした。

ですけれども、やはり審議に当たって、事前に皆様にお示ししなければ

ならなかったというところでは、おっしゃるとおり、事務局の資料作成

等の進行管理に少し課題があったかと思いますので、以後、対応に気を

つけてまいりたいと思います。御意見ありがとうございます。 

中林会長    ありがとうございました。進行確認の事前打合せのときに、口頭で説

明というお話だったものですから、全く口頭だと何も残らないので、発

表用の資料だけでも配ってくださいというお願いをしていたんです。 

 そのような経緯で資料を出していただいたというようなことでござい

ます。タイムラインで言うと、今回こちらの都市計画マスタープランの

ほうを、今日承認をお願いしたいということで、４月１日以降に展開す
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る、こちらに注力してくださいということも逆にお願いしていたことが

あって、ちょっと私のほうからも十分な余裕を持った事務局運営になら

なかったような話をしてしまったことがありますので、私の会長として

も少し拙速だったかなという気がしていますが、よろしくお願いします。

ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。はい、どうぞ。●●委員。 

●●委員    ●●です。ちょっと教えてください。資料２の２ページ「（４）柔軟で

実効性ある土地利用施策の展開」という中の「②柔軟な土地利用施策の

展開」で、旧にあった再開発等促進区についての記述が削除されている

んですけれども、ぱっと見たとき、これは何で取ったのかなと思ったの

で、その理由を教えていただきたいです。 

 これはどこか目的があって、この文言が入っていて、その土地利用が

終わったので要らなくなったのかなと思ったんですが、それを教えてい

ただきたいというのと、それから、１１ページの「２．田園住居地域の

指定」の２行目に、「このため、骨格や地のみどりの保全」となっていま

すが、これは文章を間違えているのか、これでいいのか。ちょっと意味

が分からなかったので確認をしたいです。それから、今日は報告となっ

ていますが、この用途地域等に関する指定方針及び指定基準の見直しと

いうのは、都市計画審議会の内容ではないかなと思っていたんですが、

この用途地域等に関する指定方針及び指定基準というのを誰かが決めて、

それでこれを審議会に報告するということなのか。その３点について教

えてください。 

中林会長    お願いします。 

都市計画課長  まず１点目のところです。資料２の真ん中の下のところに２ページと

記載しているところです。こちらの（４）の「②柔軟な土地利用施策の

展開」というところが、新しいものでは、旧のほうで下線が引かれてい

た部分がなくなっているが、これはどういうことなのかという御質問か

と思います。 

 こちらにつきましては、現行のものは、東京都の指定方針及び指定基

準を準用してつくっていたというところがございまして、この文言を入



 26 

れさせていただいていたんですけれども、多摩市は再開発等促進区とい

うところが市内にございませんので、分かりづらくなっていたため削除

させていただいたというところでございます。 

 次に二点目、１１ページの「田園住居地域の指定」のところで、２行

目の後半に「このため、骨格や地のみどりの保全」と書いてあって、こ

の「地のみどり」というところが、これはちょっと誤植じゃないですか

というような御質問だったのかと思いますけれども、こちらは、東京都

の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」の文言をそのまま引用

させていただいてございます。東京都のほうも、このような記述となっ

てございますので、同様の記述とさせていただいているところでござい

ます。 

●●委員    文章として分かりにくいと思います。 

都市計画課長  今、東京都のほうにも「多摩市用途地域等に関する指定方針及び指定

基準」の協議をさせていただいてございまして、まだ確認中という状況

です。御意見いただきました、分かりにくいのではないかというような

お話もいただいたところを改めて東京都のほうにも確認させていただき

たいと思います。 

 また、こちらの「多摩市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」

につきましては、決定するのは都市計画審議会の審議を経てということ

ではなくて、審議会に見直しを行う旨を報告し、庁内で意思決定すると

いうものになってございます。 

 以上です。 

中林会長    そうですね。文章として、１１ページのほうは、これを今後運用する

指定方針とするという意味では、結局何なのかということが分かったほ

うがいいと思います。東京都の全市区を眺めたときの指定方針は、何か

もうちょっと別の文言があった上での骨格であったりするのかなと思い

ますし、「農地のみどり」の「農」がどこかで飛んじゃったのか、緑地の

「緑」というのがあったのか、そのような感じもしないではないので、

資料２で示しているものは多摩市の作った基準になりますから、確認を

して多摩市として分かるように、市民にも理解できるようにしてくださ
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い。 

 特に田園住居地域を設定するとしたら、農家の皆さん含めて、農地、

あるいは緑地がたくさん残っている地域で、緑地を残すだけではなくて、

農家の皆さんが、農産物その他を使って、例えば地産地消で、うちの畑

の野菜でサラダをつくります、うちの畑のトマトでパイを焼いて提供し

ますと、そういうようなレストランを作れるようになります。第一種低

層住居専用地域のように低層住宅地で農地もあるようなところを指定す

るんですが、用途地域の制限で、第一種低層住居専用地域ではお店を出

せないんですよね。 

 ですから、農業を推進して、田園的な雰囲気でレストランなどの営業

ができたり、いわゆる六次産業化ですよね、作って、売って、料理して

提供する。そういうようなことにかなうような用途の施設については許

可していきましょうという用途地域です。実は農業者がいろいろな農業

活動、食に関する活動をするため、土地利用の制限を少し緩和するとい

う地域になっていますので、その辺を十分理解していただかないと運用

できなくなります。現在の表記だと分かりにくくなっているような気が

しますので、東京都の全市を対象にしたスタンダードなものがあると思

いますので、ぜひ確認していただければと思います。 

 ほかはよろしいでしょうか。では、どうぞ。 

●●委員    今回見直しをする指定基準に基づいて、今後、多摩市さんのほうでは、

用途地域の変更だとか準備をされていかれると思います。用途地域は、

結構細かく建てられる建物の種類だとか規模だとか、そういうのが書か

れておりまして、新たに土地利用を検討していくようなところでしたら、

新たに用途地域を指定して、そこでいいまちづくりをするという非常に

いい制度ではございます。 

 ただ、既存の用途地域を変更する場合には、そこに住んでいる人、特

に地域に密着した小さな商業、工業、事務所などが、もしかすると、そ

こで建替などができなかったり、事業が存続できなくなる、そういう可

能性もはらんでおります。 

 したがいまして、今後、多摩市さんのほうで用途地域を変更・検討す
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るに当たっては、既存の使われ方だとかをしっかり確認の上、進めてい

っていただくよう、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

中林会長    ありがとうございます。そういうような運用を本当はしなければいけ

ないんだと思いますし、そのためにも、十分その当該地域の皆さんに知

っていただく必要がありますから、ぜひよろしくお願いいたします。 

 先ほど●●委員が言われた、この用途地域とは、これらは市街地の土

地利用計画なんですね。結果として。これはもう、まさにこの都市計画

審議会としては、一番ベースになる計画を用途地域という計画、土地利

用計画が一番基盤になる計画ですので、それを、約１０年前までは東京

都が用途地域の決定権限を持っていたんですけれども、平成２４年から

は、まちづくりの最前線である自治体で、用途地域も決めていって、ま

ちづくりを積極的に展開していく方向で国が制度改正したということで

すので、ある意味では、もう市で全部の都市計画をやらなければいけな

いというような状況に至ってきていると思います。その基盤ですので、

指定方針及び指定基準の見直しについても、今日委員の皆さんに知って

いただいたほうがいいのかなということで、口頭だけではない形で報告

をお願いしたということです。 

 都市計画マスタープランの仕上げと重なったものですから、ちょっと

粗相があったかもしれませんけれども、御容赦いただいて、今後とも都

市計画審議会の場でそうしたことを報告させていただきながら運営させ

ていただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、「多摩市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」につい

ては、こういう方向で変更させていただきます。そのきっかけは、実は

都市計画マスタープランの改定だったということですので、そこも御了

解の上、お願いしたいと思います。東京都には田園住居地域の表現につ

いて確認してください。 

 では、報告事項について、よろしいでしょうか。ありますか。どうぞ。 

●●委員    私も●●さんのおっしゃるところが疑問に思ったんですが、東京都の
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令和元年１０月東京都発の公式文書の最後のところにも、同じ言葉を使

っていらっしゃるので、東京都がここを変えますということを宣言しな

いと簡単に変わらないですよね。 

中林会長    実は「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」は今までずっと行

政の指定基準だということで、あまり一般には公開してこなかったんで

すよね。だから、この骨格とは何か、地とは何かって、「勉強不足だ」と

言われるかもしれませんが、確認をしておいて、じゃあ、多摩市でこの

部分が必要なのかどうかというのを確認してください。 

 はい、どうぞ。 

●●委員    すみません、資料２の３５ページ。ちょっと私、理解度が悪くて、既

に説明があったかと思うんですけれども、左側に赤字で「田園住居地域」

と入っております。これは用途地域にこの田園住居地域というのが、追

加になると考えてよろしいんでしょうか。 

中林会長    そうです。都市計画法が改正されて、５年ほど前に、国が新しい用途

地域をつくったんです。生産緑地の期限がだんだん近づいてくるに当た

って、そのまま全部指定から外れて、スプロール的にどんどんミニ開発

が進むよりは、これから人口が減る時代ですから、農地をもっと活用し

た市街化づくり、緑のある市街化づくりが必要なのではないか。そうい

う議論を受けて、国の法律を改定して、田園住居地域を足したんです。 

●●委員    ありがとうございます。私、不動産屋なんですけれども、知らなかっ

たので、申し訳ございませんでした。ありがとうございます。 

中林会長    まだ全国的にもあまり運用されてないんです。 

 では、こういう基準で今後、多摩市の都市計画の土地利用も展開する

ということで、いくつかメニューが増えましたということになるかと思

います。 

 それでは、今日いただいたご質問などについては、次回の審議会など

で御報告するべきことであれば報告していただくということで、とりあ

えずこういう方向で「多摩市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」

を改定しておきますということで、御了承いただければと思います。 

 本日の審議会は、以上で終了となります。 
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 一応都市計画マスタープラン改定について手続的には、本日御了承い

ただいたので、都市計画マスタープラン改定について検討する特別委員

会については終了ということにさせていただきます。特別委員会に参加

いただいた各委員の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 ということで、先ほど申しましたように、今日いただいた形で、色味

の問題とかの修正があるかもしれませんが、基本的にはこういう構成で

進めるということで、市に対して本審議会として答申をさせていただく

ことになります。 

 そうすると、市が今後これを責任持ってまとめて、市民に対して公表

するんですが、恐らくその前に議会での報告があると思いますので、議

会でもこれまでの議論を踏まえて報告いただきたいと思いますし、本審

議会に委員として関わっている皆さんには、ぜひ、こんな審議で一生懸

命やったんだよということを受けていただいて、議会での協議も展開し

ていただければと願っております。 

 ということで、本日の審議会は以上にさせていただきます。ありがと

うございました。 

 次回は、令和７年度ということになるかと思います。案件がありまし

たら、５月ぐらいに次年度第１回ということになると伺っていますが、

もし５月にやるべき案件がなければ、次回は８月、夏に令和７年度第１

回目の都市計画審議会ということになるかと思います。したがって、随

分先ですので、日程その他については、案件が出てきて、時期を見て日

程調整させていただきながら開催を進めていきたいと思っておりますの

で、日程調整の際にはよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の日程については、全て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和６年度第４回都市計画審議会を閉会したいと

思います。ありがとうございました。お疲れさまでした。 

―― 閉会 ―― 
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